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問合先　市民サービス課年金係

　納付書で保険料を納める第１号被保険者は、納めやすいようにいろいろな方法が選択できま
す。なお、下記の保険料と割り引き額は平成２２年度の金額です。

�������	
����� �������	��
	���

�������	
���������������	


����　　月額１５,１００円
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　日本国内に住んでいる２０歳以上６０歳未満の方は、公的年金に加入することが法律で義務付け
られています。国民年金は、すべての公的年金の基礎となるものであり、希望すれば６５歳到達ま
での間、任意加入することができます。
　加入者は職業によって３種類に分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違い
ます。結婚や就職、転職などで加入する種類が変わった場合は、２週間以内に手続きをすること
が必要です。
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あなたは
どの
タイプ？

第３号被保険者第２号被保険者第１号被保険者
第２号被保険者に扶養さ
れている配偶者

厚生年金や共済組合に加
入している会社員や公務
員

自営業、自由業、農林漁
業、学生、フリーター、
無職等

第２号被保険者の勤務先勤務先が加入手続き市の国民年金担当窓口加入届出先

なし（配偶者が加入する
制度が負担）

勤務先で納付ご自身で納付保険料の納付
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口座振替による１年前納、または半年前納（４月
～９月）の申し込み期限は２月末です。
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